
Ⅱ　小樽市保健師の標準的なキャリアラダー
　１　専門能力に係るキャリアラダー

Aｰ1 Aｰ2 Aｰ3 Aｰ4 Aｰ5

・組織の新任者である行政組織人及び保健師専
門職としての自覚を持つ。

・計画された担当業務を自立して実施する。
・プリセプタｰとして後輩の指導を担う。

・保健活動に係る担当業務全般について、自立
して行う。
・役割や立場の違いを理解し、つなぎ役として
の組織的な役割を担う。
・自組織を越えたプロジェクトに参画する。

・所属係内でチームのリーダーシップをとって
保健活動を推進する。
・キャリアレベルA-5の保健師を補佐する。
・関係機関との信頼関係を築き協働する。
・自組織を越えたプロジェクトで主体的に発言
する。

・所属課の保健事業全般に関して指導的役割を
担う。
・自組織を越えた関係者との連携・調整を行
う。

・担当業務を的確に把握・理解し、個別事例に
対して責任を持つ。

・係の保健事業に係る業務全般を理解し、地域
支援活動に係る担当業務に責任を持つ。

・係の保健事業と施策との関係性を理解し、主
担当として担当業務に責任を持つ。

・課の保健事業に係る業務全般を理解し、その
効果的な実施に対して責任を持つ。

・組織の健康施策に係る事業全般を理解し、そ
の効果的な実施に対して責任を持つ。

・基本的な事例の対応を主体的に行う。
・地域活動を通して地域特性や地域資源を把握
し、地域の人々の健康課題を明らかにする。

・複雑な事例への対応を必要に応じて指導を受
けて実施する。
・担当地域の健康課題の優先度を判断し、地域
の人々の主体性を尊重した解決策を立案する。

・複雑な事例に対して自立して対応する。
・健康課題を明確にし、チーム内で共有し、地
域の人々と協働して事業計画を提案する。

・複雑な事例に対して、担当保健師等にスー
パーバイズすることができる。
・地域の潜在的な健康課題を明確にし、施策に
応じた事業化を行う。

・組織横断的な連携を図りながら、複雑かつ緊
急性の高い地域の健康課題に対して迅速に対応
する。
・健康課題解決のための施策を提案する。

求められる能力

1－1　個人及び家族への支
援

・医学や公衆衛生看護学等の専門知識に基づき
個人及び家族の健康と生活に関するアセスメン
トを行う能力
・個人や家族の生活の多様性を踏まえ、あらゆ
る保健活動の場面を活用して個人及び家族の主
体性を尊重し、課題解決のための支援及び予防
的支援を行う能力
・必要な資源を導入及び調整し、効果的かつ効
率的な個人及び家族への支援を行う能力

・個人及び家族の健康と生活について情報収集
できる。
・情報を分析し、健康課題解決のための支援計
画を立案できる。
・個人及び家族の多様性や主体性を尊重した支
援を指導を受けながら実践できる
・支援に必要な資源や制度を把握できる。

・アセスメントに基づいた支援計画を確実に実
施できる。
・複雑な事例の支援を必要に応じて、指導を受
けて実施できる。
・対象の主体性を踏まえ、支援に必要な資源を
指導を受けて導入及び調整できる。
・健康課題に応じて、個別支援と集団支援を選
択できる。
・個別事例の健康課題から地域の健康課題を明
らかにし、必要な対策（事業）を考えられる。

・複雑な事例のアセスメントを行い、支援を実
践できる。
・支援に必要な資源を適切に導入及び調整でき
る。
・支援チームを編成できる。
・必要時、ケア会議を開催できる。
・個別事例から見える健康課題について必要な
部署と共有できる。

・複雑な事例の潜在的な健康課題を把握し、予
防に係る支援を実践できる。
・予測される健康課題に予防的に介入できる。
・後輩や同僚に指導・助言できる。
・個別事例から見える健康課題への対策につい
て必要な部署と検討できる。

・複雑かつ緊急性の高い健康課題を迅速に明確
化し、必要な資源を調整し、効果的な支援を実
践できる。
・問題解決のために所内横断的な連携・調整を
行うことができる。

1－2　集団への支援 ・集団の特性を把握し、グループダイナミクス
を活用し、集団及び地域の健康度を高める能力

・集団の特性を把握し、指導を受けながら支援
できる。
・集団支援に関連した地域の健康課題を整理で
きる。

・集団の健康課題を整理できる。
・集団のグループダイナミクスを活用して、特
性に応じた支援計画を企画し、自立して支援で
きる。
・集団支援を評価し、効果や課題を整理でき
る。

・集団支援を通して、地域の健康課題を明確化
することができる。
・各業務を通じ集団支援や地域組織、社会資源
の実施状況を把握し、効果的な役割分担や活動
となるよう働きかけることができる。

・集団支援を通して、地域の課題解決に向けた
事業計画を立案できる。
・必要時、新たなグループ化、組織化を働きか
けることができる。

・集団支援を通して立案した事業により、住民
による地域の健康課題の解決を支援することが
できる。

2－1　地域診断・地域活動

・地域の保健情報や住民の声、実態調査など複
数の観点から多角的に地域特有の健康課題を明
確化する能力
・地域組織や関係機関と協働して予防的視点で
課題解決する能力

・地域の支援に必要な既存データを考えること
ができる。
・指導を受けながら、既存の保健情報やニーズ
を収集・分析し、地域の健康課題を考えること
ができる。
・地域のキーパーソンが誰なのかがわかる。

・地域において個別支援で得られた情報や既存
の保健情報等の必要な情報を収集・分析し、健
康課題を明確化できる。
・明らかになった健康課題の優先度を判断でき
る。
・地域の社会資源から、支援チームを組むとき
のメンバーを考えることができる。

・地域における保健情報、個別支援、地区組織
支援、実態調査などから多角的に情報を分析
し、地域課題を明確化できる。
・顕在化している地域課題の解決に向けた事業
計画を立案できる。

・地域に潜在する健康課題を把握し、リスクの
低減や予防のための事業や方策を計画できる。
・地域に潜在する健康課題の解決に向け、地区
組織や関係機関と協働して取組むことができ
る。

・地域診断や地域活動で明らかになった地域課
題を各種保健医療計画に反映し、施策化でき
る。
・疫学や統計を活用した地区診断の指導ができ
る。

2－2　地域組織活動
・地域の特性を理解し、住民や関係者と協働し
て組織化・ネットワーク化を促す能力
・地域組織を育成し、ネットワーク化し協働す
る能力

・地域組織と、その役割や関係性について把握
できる。
・地域特性を理解した上で、地域組織と共に活
動できる。

・地域組織との協働から、住民ニーズが多様で
あることを理解できる。
・地域の健康課題を解決するために必要な地域
組織がわかる。

・住民・関係者と共に活動しながら、健康課題
に応じた組織化・ネットワーク化が提案でき
る。

・健康課題に応じた組織化を自立してできる。
・住民・関係機関と協働し、必要に応じて新た
な資源やネットワークを立ち上げることができ
る。

・地域の住民・関係者を交え、地域組織の育成
を行うことができる。
・既存の地域組織の充実・強化のための助言が
できる。

2－3　ケアシステムの構築

・健康なまちづくりを推進するため保健、医
療、福祉、介護等の各種サービスの総合的な調
整を行う能力
・住民、学校、企業ほか、地域の関係機関と協
働し、地域特性に応じた連携体制をシステム化
する能力

・地域の各種サービスとその関係性を理解でき
る。
・指導を受けながら、担当事例に必要なサービ
ス活用に向けた連絡調整ができる。

・担当事例に対し、主体的に必要な地域のサー
ビス調整・活用ができる。

・担当業務を通して、既存の地域ケアシステム
の課題に気づくことができる。
・地域の健康課題や地域特性に基づき、地域ケ
アシステムの改善・強化のための方策をイメー
ジできる。
・関係機関と協働して地域ケアシステムの改善
を検討する場を企画・調整できる。

・地域の健康課題や特性に応じた地域ケアシス
テムについて提言できる。

・保健福祉政策に基づき、地域特性及び地域課
題に応じたケアシステムの構築に係る施策化が
できる。
・地域ケアシステムの質の管理ができる
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3－1　事業化・施策化

・健康増進計画等を理解し、事業を企画立案
し、予算を確保できる能力
・地域の健康課題を解決するため、自組織のビ
ジョンを踏まえた保健医療福祉施策を提案する
能力
・多職種や他機関と、課題や課題解決の取り組
みを共有する等合意形成を図り、事業や活動を
協働するための調整能力

・小樽市の施策体系や財政のしくみについて理
解できる。
・担当事業に関係する国の動きや通知内容を理
解できる。
・担当事業の法的根拠や関連政策について理解
できる。
・担当事業の起案、通知文の作成ができる。
・担当事業において、チームの一員として役割
を果たすことができる。

・健康課題を把握し、施策と事業との関連性に
ついて理解したうえで、事業計画立案の場で意
見を述べることができる。
・担当事業の進捗管理ができる。

・所属係内の事業・活動を評価できる。
・評価の結果見えてきた課題を資料化するなど
整理し、所属内で共有できる。
・課題解決に向けた事業・活動の見直しや新規
事業を提案できる。
・多職種や他機関と協働し、事業や活動の合意
形成を図ることができる。
・新規事業に関する企画書（予算含む）を作成
できる。

・健康増進計画等に基づいた事業計画を立案で
きる。
・事業の目的・成果の見通しについて根拠資料
や概略図等を作成し、上司や予算担当者に必要
性を説明できる。

・地域の健康課題を解決するためのビジョンを
示すことができる。
・地域の健康課題を解決するためのビジョンを
各種計画に反映させるため、計画策定時に提案
できる。
・保健医療福祉関連の国の動きや通知等につい
て、所属係内に説明できる。

4－1　健康危機管理の体制
整備

・平時において、地域の健康課題及び関連法規
や自組織内の健康危機管理計画等に基づき、地
域の健康危機の低減策を講じる力

・関係法規や健康危機管理計画及び対応マニュ
アルを理解できる。
・健康危機に備えた住民教育を指導を受けなが
ら行うことができる。

・健康危機対応マニュアルに基づき、予防活動
を行うことができる。
・健康危機管理に備えた住民の支援を行うこと
ができる。

・地域特性を踏まえ健康危機の低減のための事
業を提案できる。
・健康危機時の個別支援計画を所属内外の関係
者と検討、立案できる。
・過去の健康危機管理の対策での課題を明確に
することができる。

・地域特性に応じた健康危機の予防活動を評価
し、見直しや新規事業を立案できる。
・所属内の関係者と役割の調整ができる。

・有事に起こりうる複雑な状況の対応に備え、
平時より関係者との連携体制を構築できる。
・所属内外の関係者と役割の調整ができる。

4－2　健康危機管理発生時
の対応

・健康危機管理発生時に、組織内外の関係者と
連携し、住民の健康被害を回避し、必要な対応
を迅速に判断し実践する能力

・健康危機発生後、チームの一員として必要な
対応を指導者の指示のもと実施できる。
・現状を把握し、情報を整理し、上司に報告す
ることができる。

・健康危機管理発生時にチームの一員として、
主体的に対応できる。
・発生要因を分析し、二次的健康被害を予測し
予防するための活動を主体的に実施できる。

・必要な情報を整理し、組織内外の関係者と共
有できる。
・変化する状況を分析し、二次的健康被害を予
測し、予防活動を計画、実施できる。
・小樽市での健康危機管理対策の支援を実施で
きる。

・実施した対策を評価し、次の活動に反映でき
る。
・今後起こりえる健康被害を予測し 、回避す
るための対応方法について、変化する状況を踏
まえて、見直しができる。
・組織内の関連部署と連携、調整できる。

・有事に起こる複雑な状況に、組織の代表者を
補佐し、関係者と連携し対応できる。
・管理的立場の保健師の補佐ができる。
・他の保健所や自治体からの支援を受けるた
め、所内外の調整を行い受援体制の構築ができ
る。
・DHEAT、リエゾン保健師の役割を担うことが
できる。

5－1　PDCAサイクルに基づ
く事業・施策評価

・個別支援、地区活動から得られた情報と課題
をもとに、PDCAによる事業展開・活動評価を行
う能力
・職場内外の関係者とともに、事業評価及び施
策評価、保健活動の効果検証を行う能力
・評価結果等の根拠に基づき事業及び施策の必
要な見直しを行う能力
・個別支援評価による質の維持と向上のための
事例管理能力

・PDCAサイクルに基づく事業評価方法を理解で
きる。
・担当事業の評価視点が説明できる。
・担当事業の評価結果を把握し、指導を受けな
がら見直しができる。
・担当事例に係る評価結果に基づき支援方法の
見直しができる。

・担当事業について、所属係内のメンバーと共
に評価ができる。
・評価に基づき、事業の見直しを主体的に実施
できる。

・所属係内で事業評価が適切に実施できるよう
後輩保健師を指導できる。
・事業計画の立案時に評価指標を適切に設定で
きる。

・所属内外の関係者とともに事業評価を行うこ
とができる。
・事業評価をもとに、事業の見直しや新規事業
の計画を提案できる。

・評価に基づき保健活動の効果を検証し、施策
の見直しについて提案できる。
・施策立案時に評価指標を適切に設定できる。
・所属係内保健師が担当する事例について、全
事例カンファレンスを開催するなど個別支援の
質の維持向上を図る仕組み作りができる。

5－2　情報管理 ・所属内外の保健活動に係る情報を適切に保
管、開示、保護する能力

・個人情報の保護等を踏まえて適切に文書を管
理できる
・保健活動上知り得た個人情報を適切に取り扱
うことができる。
・保健指導記録を正確かつ簡潔に作成できる。
・業務の記録を適切に行い関係者への情報伝達
ができる。

・保健活動に係る情報の取り扱いが適切に行わ
れているか、自主的に確認できる。
・保健指導記録の作成、保管、共有方法につい
て、自主的に確認できる。

・所属係内の保健師が規則を遵守して保健活動
に係る情報を管理するよう指導できる。

・保健活動に係る情報管理上の不測の事態が発
生した際に、所属部署内で主導して対応でき
る。

・保健活動の情報管理に係る規則の遵守状況を
評価できる。
・情報管理に係る状況を把握し必要に応じて適
正化、効率化を提案できる。

5－3　人材育成
・人材育成ガイドラインを理解し、保健師の人
材育成計画を作成する能力
・継続的に自己研鑽するとともに、後輩を指
導・育成する能力

・小樽市の人材育成について理解することがで
きる。
・所属の人材育成方針及び保健師の人材育成計
画を理解できる。
・キャリアラダーを活用し、自己の到達目標を
確認できる。
・プリセプター又は上司と共に自己の目標達成
のための手段・プロセスを確認できる。
・到達目標に基づく評価を行い、今後の目標を
プリセプター又は上司と確認できる。

・キャリアラダーを活用し、自分自身の到達目
標を主体的に確認できる。
・自らのキャリアパスを考え、積極的に自己研
鑽ができる。
・プリセプターとして後輩保健師の指導ができ
る。
・学生実習で指導することができる。

・後輩を育成する視点を持ち、後輩の能力を判
断し、的確な指導ができる。
・後輩と信頼関係を築き、キャリアパスを共に
考え支援することができる。
・後輩の人材育成の体制について、所属として
必要な支援を提案できる。
・学生実習を担当することができる。

・自己研鑽として、所属内で学び合う機会を企
画・実施・評価できる。
・自己研鑽として、所属外で保健医療関係者と
ともに、学び合う機会を企画・実施・評価でき
る。

・人材育成基本シートをもとに、所属係内保健
師の目標を把握することができる。
・単年度に人材育成計画を作成できる。

・根拠に基づいた保健師の活動を実践する能力
・活動の対象である個人・家族・組織の持つ多
様な価値観を理解し、それぞれの対象と多様な
コミュニケーションがとれる能力
・自己の能力を客観視でき、自己の限界を理解
して、他者と協働して保健活動を進めることが
できる能力
・学会への参加や発表など、専門職としての自
己研鑽や自己開発の能力
・自己の健康管理ができる能力

・保健師の役割について自分の考えを述べるこ
とができる。
・自分の担当業務を説明できる。
・自己の健康管理、メンタルヘルスの管理がで
きる。
・組織内、活動の対象となる住民や関係機関と
のコミュニケーションを積極的に図ることがで
きる。
・社会人・行政職としての基本を身につける。
・ヘルスプロモーションや疫学、保健統計など
根拠に基づく保健活動を実施するため、実施し
た保健活動の記録を適切に行うことができる。

・保健師の専門性について、自分の言葉で説明
できる。
・多様な人の価値観を理解し、相手を理解でき
る。
・事例の支援において代弁者としての役割を理
解できる。
・指導を受けながら研究的手法を用いて量的・
質的な事業の評価ができる。

・組織間でのコミュニケーションが取れる。
・活動についてのプレゼンテーションができ
る。
・複雑困難な事例の支援において、倫理的な判
断ができる。
・研究的手法を用いて質的・量的な事業評価が
自立してできる。
・事業の取り組みや評価内容をまとめ、報告で
きる。
・自ら研修や各種学会に参加できる。

・自己の活動と能力の限界を見定め、他者、他
職種、他機関と積極的に協働活動を行うことが
できる。
・地域診断などにおいて研究的手法を用いて質
的・量的な分析を行い、根拠に基づいた保健事
業を計画できる。
・学会や研修会への参加のリーダーシップをと
ることができる。

・保健師として、総合的な広い視点で判断でき
る。
・専門職としての責務と専門性の育成の指導が
できる。
・事業の評価や分析したデータなどの根拠に基
づき、顕在的、潜在的な健康課題を基に質の高
い保健事業を反映し、その効果の検証ができ
る。
・研究の結果を事業に反映することができる。

・保健師の活動理念である社会的公正性・公共性に
ついて理解し、活動を倫理的に判断する能力

５
　
管
理
的
活
動

６　保健師の活動基盤

保健師の活動の理念である公正性・公共性について理解し、活動を倫理的に判断できる。

保健師の活動領域 各レベルにおいて求められる能力

１
　
対
人
支
援
活
動

２
　
地
域
支
援
活
動

４
　
健
康
危
機
管
理
に
関
す
る

活
動

区分
キャリアレベル

キ
ャ

リ
ア
レ
ベ
ル
の
定
義

所属組織における役割

責任を持つ業務の範囲

専門技術の到達レベル


